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「日本再興戦略 2016」 国家戦略特区関係（案） 概要 

 

平 成 2 8 年 ５ 月 1 9 日 

地方創生担当大臣  石 破  茂 

 

 

○国家戦略特区の「新たな目標」の設定 

国家戦略特区の「第二ステージ」を加速的に推進するため、東京オリンピック・パラ

リンピック競技大会も視野に平成 32 年（2020 年）を睨みつつ、また、「戦後最大の名

目 GDP600 兆円」を達成するため、来年度末までの２年間を「集中改革強化期間」とし

て、以下の取組を「新たな目標」として設定することにより、民間の能力が十分に発揮

できる、世界で一番ビジネスのしやすい環境を整備し、経済成長につなげる。 

 

① 残された「岩盤規制」の改革 

  経済社会情勢の変化の中で民間が創意工夫を発揮する上での障害となってきている

にもかかわらず永年にわたり改革ができていないような、いわゆる「岩盤規制」につい

て、国家戦略特区による規制・制度改革の突破口を開く。 

具体的には、当面、例えば以下を重点的に取り組むべき分野・事項として、規制改革

事項の追加や深掘りに加え、必要な指定区域の追加や、改革事項を活用した具体的事業

の「可視化」などについて、一層の加速的推進を図る。 

・幅広い分野における「外国人材」の受入れ促進 

・公共施設等運営権方式の活用等による「インバウンド」の推進 

・幅広い分野における「シェアリングエコノミー」の推進 

・幅広い分野における事業主体間の「イコールフッティング」の実現 

・特にグローバル・新規企業等における「多様な働き方」の推進 

・地方創生に寄与する「第一次産業」や「観光」分野等の改革 

など 

 

② 事業実現のための「窓口」機能の強化 

また、全国各地の民間事業者や地方自治体が直面している制度面での阻害要因につい

て、結果として国家戦略特区における措置とならないもの（全国的措置や構造改革特区

における措置に加え、現行制度において実現が可能であることの確認など）を含め、一

つ一つの具体的なニーズに常時・網羅的に対応し、あらゆる事業の実現を図るための「窓

口（ゲートウェイ）」としての機能について、経済団体等とのより密接な連携のもと、

一層の強化を図る。 
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○規制改革事項（案） 

（世界と戦える国際都市の形成、国際イノベーション拠点の整備） 

①東京圏における国際都市機能の更なる向上など 

②東京開業ワンストップセンターの抜本的強化 

③小型無人機や完全自動走行に係る「近未来技術実証」の推進 

④国家戦略特区における「民泊」の検証など 

（待機児童への対応など、持続可能な社会保障システムの構築） 

⑤地域の実情に即した待機児童対策 

⑥小規模認可保育所に対するバリアフリー条例の適合免除の明確化 

⑦「医療的ケア児」への義務教育のための看護に関する新たな仕組みの構築 

⑧特区における公務員等の「働き方改革」の先行実施 

（観光客も含めた外国人材の受入れによる地方創生の推進） 

⑨農家民宿等の宿泊事業者による旅行商品の企画・提供の解禁 

⑩幅広い分野における「外国人材」の受入れ促進 

⑪地域限定数次ビザの発給要件の更なる緩和など 

 


